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生成 AI を活用した消費者教育についての考察と提案 

鳴門教育大学大学院学校教育研究科 

重野 亮太 

 

1. はじめに 

 最近では、生成 AI を教育に導入する取り組みが多く見られる。その取り組みについても、

教員の働き方を改善することを目的とした校務の自動化への導入や、児童生徒の学び方の改

善や多様化を目的とした学習への導入など、導入方法についても多岐にわたっている。 

 消費者庁（2025a）によると、消費者教育においても生成 AI を活用することについて、

多様な意見を取り入れることにより、何が正しいのかをしっかりと判断していくための教

育を基本に、教材への AI 技術の活用を適切に進めていくことは重要であるとしている。 

 多様な意見を取り入れたり、情報を収集したりすることによって、批判的に物事をみる批

判的思考力の必要性については、消費者教育において、以前より指摘されていたが、その情

報収集や批判的思考力の一助として、生成 AI が検討されるようになった背景の一つとして、

ダークパターンや消費行動のデジタル化などが挙げられる。消費者庁（2025b）によると、

ダークパターンについて、消費者を特定の意思決定に誘導するウェブサイトの表示やデザイ

ンの呼称とされている。例としては、カウントダウンタイマーを表示することで、消費者が

慎重に意思決定することを妨げるウェブデザインや定期購入などの事前選択済のチェック

ボックスが見えにくくなっているものなどが挙げられる。 

このようなダークパターンについては、「事前選択」に該当するものが多く、消費者がも

のやサービスを選択する段階において、慎重な意思決定を行う必要性が増しているのであ

る。消費者教育においては、従来行われている多様な意見を取り入れたり、情報を収集した

りすることによって、批判的思考力を働かせる教育に加えて、生成 AI を取り入れることに

より、自分が持ち得なかった視点や情報についても検討し、より良い選択に繋げる実践が求

められると考える。 

本稿では、現在行われている生成 AI を活用した授業実践をもとに、今後の消費者教育に

おいて、生成 AI をどのように活用することで、効果的な学習となるのかについて検討し、

提言することを目的とする。 

 

2. 教育現場と生成 AI 

 生成 AI を教育現場において用いることに関しては、様々な議論がなされている。文部科

学省(2024)は「初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関するガイドライン」におい

て、児童生徒が学習活動で生成 AI を利活用する場面における基本的な考えは、「生成 AI と

人間との関係を対立的に捉えたり、必要以上に不安に思ったりするのではなく、生成 AI は

使い方によって人間の能力を補助、拡張し、可能性を広げてくれる有用な道具になり得るこ
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とを理解した上で、発達の段階や情報活用能力の育成状況に十分留意しつつ、リスクや懸念

に対策を講じた上で利活用を検討するべきである」としている。また、基本的な利活用の場

面として、「問題を発見し、課題を設定する場面、自分の考えを形成する場面、異なる考え

を整理したり、比較したり、深めたりする場面等での利活用」を例示している。したがって、

生成 AI については、発達の段階や情報活用能力の育成状況をもとに、従来行われているタ

ブレット端末を使用した学習やプレゼンテーションソフトを使用した発表学習などと同様

に、一つの学習ツールとして使用することは有用になる可能性があると言えるのである。こ

のように、利活用の場面が様々に挙げられる生成 AI を使用した授業について、田中（2023）

では、「仮説検証型」「創作表現型」「実践実習型」の 3 つの分類を提案し、生成 AI を活用し

た探究的な学習の学習モデルとしている。 

 田中（2024）によると、仮説検証型の探究的な学習は、生徒が自らの思考を深め、理解を

深化させるための重要な方法であるとしている。この学習方法は特に社会科や理科の授業

に適しており、生徒は現実世界の問題について仮説を立て、データを収集し分析し、そして

結論を導き出す。生成 AI については、この生徒主体の学習プロセスを向上させ、効率化す

る可能性を持つとしている。創作表現型の探究的な学習は、生徒が自身の感受性や創造性を

発揮し表現する場となるとしている。この学習方法は生徒主体の創作活動や表現活動を伴

う国語科や英語科、美術科での活用が考えられている。生成 AI については、この学習方法

をより創造的な思考を豊かにする効果の可能性があるとしている。実践実習型の探究的な

学習は、生徒に実践的なスキルや知識を実践の中で習得させることを目的としている。この

学習方法は特に、総合的な探究の時間や特別活動での活用に効果的であると考えている。 

 これらを踏まえると、学校現場において、生成 AI を活用する方法や場面は、多様に検討

されており、使い方によっては、自身が持つ能力を補助、拡張し、可能性を広げてくれる学

習アプリやプレゼンテーションソフトなどと同じ有用な道具になり得ると言える。しかしな

がら、生成 AI を活用した授業や学習に対して、不安視する意見も数多く存在する。文部科

学省（2025）の教育委員会に対する調査によると、生成 AI のリスクの認識として、「子供

が誤情報、偽情報を鵜呑みにすること」、「セキュリティ、機密情報・個人情報の流出」、「著

作権等の知的財産権の侵害」、「ハルシネーション（事実と異なることを最もらしく回答する

現象）」、「発達段階における子供の思考力の低下」などが多く挙げられている。 

 したがって、生成 AI を活用した消費者教育を検討するにあたって、児童生徒の発達段階

や情報活用能力の育成に十分留意し、リスクや懸念に対策した教材開発が求められる。 

 

3. 消費行動と生成 AI 

 消費者教育に対して、生成 AI を効果的に導入する方法を検討するために、教育現場と生

成 AI の関係性について考察したが、消費者教育では、実生活や今後の生活において、どの

ような消費行動を行うことがより良い消費生活につながるのかを意識する観点を常に持つ

必要性がある。したがって、学校内や授業内で完結するような学習ではなく、今後の実生活
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の消費行動においても、活用できる学習が求められる。実際に、最近のオンラインショッピ

ングサイトでは、AI を使ったチャットボットがサイトや商品の案内をしてくれる機能や消

費者の買い物履歴のアルゴリズムをもとにおすすめを表示してくれるレコメンド機能など

が実装されている。 

 このような AI を用いたチャットボットやレコメンド機能について、Mogaji & Jain （2024）

は、消費者の意思決定プロセスを支援する一方で、技術の利便性や能力に依存する可能性や

消費者の批判的思考の必要性、アルゴリズムのバイアスと倫理的な懸念などの観点から情

報源の偏りを生み出してしまう可能性を示唆している。特に技術の利便性や能力に依存する

ことにより、AI 主導の提案を批判的に評価したり、代替案を検討したりすることなく、意

思決定を行なってしまう可能性がある。この影響により、個人が独立して考える能力や多様

な視点を求める能力が制限されると考えられている。 

 これらを踏まえると、生成 AI を消費行動の場面において使用する際、消費者の意思決定

を支援する効果がある一方で、消費者が生成 AI の技術や能力に依存することによって、本

来は多様な視点や情報を検討するために用いる生成 AI が、消費者が持つ考える能力や多様

な視点を求める能力を制限する可能性がある。したがって、消費者教育において、生成 AI

を活用する際、消費者教育が育成を目指す批判的思考力を制限する可能性を踏まえた上で、

教材の開発を目指す必要性がある。 

また、生成 AI を活用することで、批判的思考力の育成を目指す取り組みも行われている。

Liu（2024）によると、生成 AI を活用したディベート学習では、人間同士のディベートと

比較して、競争的な雰囲気がなく、リラックスした状態で、多くの主張を考え出すことが可

能となった。また、生成 AI を用いることによる多様な視点の提供によって多くの立場から

考える態度の向上や論理的思考モデルの提示による物事を正確に考える自信の向上、情報

源に対する意識の向上による客観的な意思決定の向上が結果として見られた。つまり、人間

同士では競争的な雰囲気となり、限定的な主張になる傾向にあるディベートも生成 AI を活

用することで、情報源や多様な視点を意識した多くの主張を行う態度の向上が見られたの

である。 

 

4. 消費者教育と生成 AI 

 生成 AI について、消費者教育における有用な活用について検討することを目的に、教育

現場と消費行動との関係性について考察した。まとめると、表 1 の通りである。 

生成 AI 活用による懸念・リスクについては、多くが発達の段階や情報活用能力の育成状

況に十分留意することによって、対策することができる。しかし、発達の段階や情報活用能

力については、児童生徒によって異なり、授業者がそれらをすべて把握することは困難であ

ると考えられる。この問題に対して、生成 AI を API 連携し、事前プロンプト指定を行うこ

とによって、児童生徒に合わせた回答を生成 AI に求めることができるのではないかと考え

た。 
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表 1 生成 AI 活用による有用性と懸念 

 生成 AI 活用による有用性 生成 AI 活用による懸念・リスク 

教育現場 ・学習プロセスの効率化 

・創造的な思考の拡張 

・人間関係が気にならない 

・多様な視点の提供 

・情報源に対する意識の向上 

・誤情報、偽情報を鵜呑みにする 

・セキュリティや個人情報の取り扱い 

・著作権等の侵害 

・ハルシネーション 

・思考力の低下 

消費行動 ・意思決定の支援 

・チャットボット機能 

・レコメンド機能 

・技術や能力に対する依存 

 ・個人が独立して考える力の制限 

 ・情報源の偏り 

 

 重野・坂本（2025）では、家庭科の意思決定プロセスにおける選択基準の明確化において、

チャットボットと主体的な対話を行うためのウェブアプリケーションを実装した（図 1）。 

このチャットボットの実装には、HTML、CSS、GAS を用いており、チャットボットの

処理については、Gemini API を使用している。Gemini API については、年齢制限等の規約

があることから、対象とする児童生徒の年齢を考慮して、別の生成 AI を使用することも検

討する必要性がある。また、事前プロンプト指定を HTML 上で行っており、このチャット

ボットに対しては、「"あなたは親切で役立つ消費者教育の教師です。今回の課題のテーマは

商品(授業者が商品名を記入することも可能)を購入する際の判断基準を探そうです。回答は

簡潔に、中学生が主体的に対話して考えを深めていけるようにしてください。また、テーマ

に関係のない話題については『テーマに関係あるかよく考えよう!』と返答してください。 

"」を入力している。 

本稿では、このウェブアプリケーションを活用した中学校技術・家庭科 （家庭分野）にお

ける商品選択を行う際の意思決定の力を育む消費者教育を次項に提案する。 

 

 
図 1 実装した AI チャットボットのアプリケーション 
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5. 提案（生成 AI を活用した商品選択を行う際の意思決定の力を育む消費者教育） 

 生成 AI を活用した商品選択を行う際の意思決定の力を育む消費者教育について、ワーク

シート（図 2）と授業の展開を以下に示す。 

（ワークシート） 

 

図 2 ワークシート 

 

（授業の流れ） 

① 自分が購入したいと思う商品を選択する。 

② 選択した商品を購入する時に、何を重視して買いたいのかを自分や家族のこれまでの

消費生活をもとに考える。この重視したいポイントのことを選択基準と表現する。 

③ 自分が考え出した選択基準以外の重視したいポイントをチャットボットと対話し、考

える。 

④ 考え出した選択基準について、思考ツールのダイヤモンドランキングを活用して、順位

付けを行う。 

⑤ ダイヤモンドランキングをもとに上位 5 つを購入したい商品に対する選択基準とし、

各選択基準をもとに理想的な商品の特徴を考える。 

⑥ 各選択基準をもとに考えた理想的な商品の特徴について、ペアワークやグループワー

クで共有し、互いの選択基準や商品の特徴の中で、疑問に思ったことや提案等をする。 

⑦ 自分の考えとペアワークやグループワークで得られた意見を踏まえて、選択基準や商品

の特徴について、チャットボットと対話し、より良い考えを記入する。 

⑧ ここまでの活動を通して考えた選択基準と商品の特徴について、ペアワークやグループ
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ワークで共有する。 

⑨ 学習の活動を振り返る。 

 

 生成 AI を活用した授業展開の一例を示した。この授業展開については、中学校の家庭科

の授業をもとに想定している。時間の配分については、合計２時間の授業が適切であると推

測する。また、本授業の特徴を以下に示す。 

（授業の特徴） 

1. 生成 AI を使用する頻度 

 提案する授業について、生成 AI を使用するタイミングは 2 回としている。理由とし

て、重野・坂本は、チャットボットの特性上、主体的に取り組めば取り組むほど、質問

したい項目が増え、結果的に時間を要し、生成 AI の習熟度によって時間に対する学習

効果の差が変化する可能性があることを挙げる。つまり、生成 AI の使用頻度の高い学

習者は、主体的にチャットボットと対話を行い、時間をかけて思考の深化を行う可能性

は高い。一方で生成 AI の使用頻度の低い学習者は、チャットボットとの対話による思

考の深化に、時間をかけても限界がある可能性が推察できるのである。 

2. 従来の学習との違い 

 提案する授業について、従来の学習との大きく異なる点は、購入したい商品を候補の

中から選択するのではなく、購入したい商品の特徴を考える点にあると考える。購入し

たい商品を候補の中から選択する形

式の従来の学習 （図 3）では、具体性

を持っていて、実際の買い物のように、

いくつかある商品の中から選択する

という体験ができる。しかし、商品の

候補の特徴に偏りが生じ、もっともら

しい候補が生まれる傾向があること

や現在のようにインターネットショ

ッピングが普及した買い物では、少な

い候補の中から商品を選択するより

も莫大にある候補の中から商品を選

択することのほうが多い傾向にある

ことが推察される。したがって、提案

する学習のように、自分が購入したい

と思う商品の特徴を考え出すことが、

これからの消費生活において活用す

ることができ、より良い選択につなが

ると考える。 図 3 従来の学習の一例（東京書籍 2025） 
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3. 生成 AI の活用による批判的思考力の育成 

 生成 AI については、技術の利便性や能力に依存することにより、使用者が持つ批判

的思考力を制限する可能性が示唆されている。一方で、ディベート学習の事例では、適

切に活用することで批判的思考力を向上させる可能性も考察されている。 

 提案する学習について、HTML 上に事前プロンプトを指定することで、児童生徒に

よって異なる発達段階や情報活用能力に対して、適切に対応することを可能にしている。

また、授業課題とは関係のない質問に対しては、答えないように指定していることから

安全性も確保することができると考える。実際に、向田ら（2024）においても、事前プ

ロンプト指定することによって、小学校の総合的な学習の時間の授業で、安全に生成 AI

を使用することができたと効果を示している。 

 

7. おわりに 

 本稿では、現在行われている生成 AI を活用した授業実践をもとに、今後の消費者教育へ

の効果的な活用の仕方について、授業の提案の一例をもとに検討した。生成 AI を活用した

学習については、児童生徒によって異なる発達段階や情報活用能力、問題解決能力を理由に

懸念する意見も見られる。また、実際に生成 AI が誤った回答を出力したことにより、児童

生徒の誤答につながったというケースをメディアなどで耳にすることもある。しかし、イン

ターネットショッピングを筆頭に、生成 AI を使用したチャットボットやレコメンド機能は

各サービスにおいて実装が進んでいる。このような消費社会をこれから生きていく世代に

とって、生成 AI を避けるのではなく、正しく使いこなし、理解するという姿勢が重要であ

ると考える。したがって、本稿では、中学校の家庭科における消費者教育の授業を提案した

が、このような授業を実践していくにあたって、教育課程全体で生成 AI を使用する機会を

設ける必要がある。生成 AI との関連性が高い分野である消費者教育における、生成 AI を

取り入れた教育実践は、生成 AI を活用する教育のパイロット的な取り組みとなり、教育課

程へ働きかける一因となり得る。今後は、提案した授業や生成 AI を API 連携したチャット

ボット等の開発を深め、実際の教育現場での活用を行い、効果検証を行う必要がある。 
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生成 AIという時宜を得たテーマに対し、メリットとデメリットを整理した上での具体

的な授業実践は、即応性の高い実現性を備えている。教育現場の視点からのアプローチ

は興味深く、評価に値する。今後は、単なるシステム活用にとどまらず、適切な教育的

な問いかけや指導方法の考察を深めることで、次世代の消費者教育モデルとしてさらに

深化していくことが期待される。 

 


